
（14）

※
５
割
軽
減

　

33
万
円
＋
被
保
険
者
数
×
28
万
円

　

（
27
万
５
千
円
か
ら
拡
充
）

※
２
割
軽
減

　

33
万
円
＋
被
保
険
者
数
×
51
万
円

　

（
50
万
円
か
ら
拡
充
）

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て

は
栃
木
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
、
ま
た
は
住
民
課
保
健
医
療
係
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
に
つ
い

て
は
、
日
本
年
金
機
構
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険

者
証
が
更
新
さ
れ
ま
す

問
住
民
課　
　
　

撒（
57
）４
１
２
６

　

現
在
お
使
い
の
後
期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者
証
の
有
効
期
限
は
、
本
年

７
月
31
日
ま
で
で
す
。

　

８
月
か
ら
使
用
す
る
保
険
証
は
、

縦
長
大
判
の
封
筒（
茶
色
）に
入
れ
て

７
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

　

８
月
１
日
以
降
は
、
今
回
お
送
り

す
る
新
し
い
保
険
証
を
医
療
機
関
等

の
窓
口
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
現
在
お
使
い
の
保
険
証
は
、

８
月
１
日
以
降
に
町
住
民
課
ま
で
返

却
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

お知らせ

記号の見方　　…日時　　…場所　　…内容　　…対象者　　…定員　　…費用　　…申込日 容 儡所 定対 申

元
被
扶
養
者
の
方
へ
の
均
等
割
額
軽

減
特
例
措
置

　

平
成
30
年
度
は
特
例
措
置
と
し
て
、

制
度
の
加
入
期
間
に
か
か
わ
ら
ず
均

等
割
額
が
５
割
軽
減
さ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
令
和
元
年
度
以
降
は
制
度
加

入
後
２
年
間
の
み
と
な
り
ま
す
。

軽
減
判
定
所
得
基
準
の
拡
充
に
つ
い

て
　

均
等
割
軽
減
の
対
象
と
な
る
世
帯

（
被
保
険
者
全
員
と
世
帯
主
）の
軽
減

判
定
所
得
基
準
が
拡
充
さ
れ
、
こ
れ

ま
で
よ
り
も
軽
減
の
対
象
が
広
が
り

ま
す
。

平成３０（２０１８）年度 令和元（２０１９）年度

軽減割合

９割軽減 ８割軽減

８．５割軽減 ８．５割軽減　※

※８．５割軽減対象の方は、年金生活者支援給付金の支給
　対象とならないこと等を踏まえ、激変緩和の観点から、
　令和元（２０１９）年度は８．５割軽減を据え置きます。

令
和
元
年
度
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
制
度
の
保
険
料

に
つ
い
て

問
住
民
課　
　
　

撒（
57
）４
１
３
６

　

栃
木
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　

撒
０
２
８（
６
２
７
）６
８
０
５

　

日
本
年
金
機
構（
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
）

　

撒
０
５
７
０（
05
）１
１
６
５

令
和
元
年
度
軽
減
特
例
措
置
の
見
直

し
に
つ
い
て

　

所
得
の
低
い
方
や
元
被
扶
養
者
の

方（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

す
る
日
の
前
日
に
被
用
者
保
険
の
被

扶
養
者
で
あ
っ
た
方
）
へ
の
保
険
料

の
軽
減
特
例
措
置
は
、
平
成
29
年
度

か
ら
段
階
的
に
見
直
さ
れ
て
い
ま
す
。

所
得
の
低
い
方
へ
の
均
等
割
額
軽
減

特
例
措
置

　

本
来
７
割
軽
減
の
と
こ
ろ
特
例
措

置
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
９
割
軽
減
、

８
．
５
割
軽
減
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
う
ち
、
９
割
軽
減
に
該
当
す
る

方（
世
帯
の
被
保
険
者
全
員
が
年
金

収
入
の
み
で
80
万
円
以
下
）
は
、
基

本
的
に
介
護
保
険
料
軽
減
の
拡
充
や

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
の

対
象
と
な
る
こ
と
か
ら
、
令
和
元
年

度
は
８
割
軽
減
に
見
直
さ
れ
ま
す
。


